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第 6章　計画の推進にあたって

　

　食育は幅広い分野に関わることから、その推進にあたっては、行政のみならず、家庭、

学校、地域、企業など、食に関わる多様な主体が相互に連携・協力しながら、一体的に

取り組むことが必要です。

　そのため、学識経験者をはじめ、保健・医療関係団体、農林水産業関係団体、教育関

係団体、食品関連団体の代表者等で構成する「いわき市食育推進委員会（仮称）」を設置し、

計画の定期的な評価等を行うほか、食育に関する情報・意見交換等を通して、それぞれ

の役割に応じた取組みや関係団体等の連携・協力による取組みを促進します。

　また、市においては、庁内関係部署の組織横断的な連携のもとに食育を推進するため、

課長級職員で構成する「いわき市食育庁内推進会議（仮称）」を設置するとともに、実

務担当職員による作業部会を設置し、食育関連施策の総合的かつ効果的な展開を図りま

す。
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■食育推進体制のイメージ


